
城下町まち並み保全・魅力創出事業補助金交付要綱 

 

                令和６年３月２５日制定(中津市告示第１０６号) 

改正 

令和８年３月３１日中津市告示第９０号 

 

 （趣旨） 

第１条 城下町まち並み保全・魅力創出事業補助金（以下「補助金」という。）の交付

については、中津市補助金等交付規則（平成１９年中津市規則第９号。以下「規則」

という。）及び補助金等の交付手続に関する特例規則（平成１８年中津市規則第７号）

に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 （交付の目的） 

第２条 この補助金は、中津城下町のまち並みの保存及び回遊の魅力向上に向けた取

組として、城下町における既存の建物を活用して新規に宿泊業又は飲食サービス業

を実施する事業（以下「補助事業」という。）をする者（以下「補助事業者」という。）

が当該補助事業に要する経費を市が補助することにより、観光振興を図ることを目

的とする。 

 （補助交付要件） 

第３条 補助金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する補助事業者が行う補助事業

に対し交付するものとする。 

 （１） 補助事業者の業種は、日本標準産業分類（令和５年総務省告示第２５６号）

３の第２章大分類Ｍに掲げる宿泊業又は飲食サービス業（風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規定する風

俗営業に該当するものを除く。）であること。 

 （２） 原則として、１週間当たり４日以上営業を行うこと。 

 （３） 補助事業の業種が飲食サービス業である場合は、営業日の午前１１時から

午後４時までの時間のうち３時間を含む時間に営業を行うこと。 

 （４） 補助事業の実施に当たり、事業計画（中津商工会議所の経営指導を受けた

ものに限る。）を作成すること。 

 （５） 継続して２年以上補助事業を行うことができること。 



 （６） 概ね昭和２０年以前に建築された建物を店舗等に改装して、前条の目的に

則した補助事業を実施すること。 

 （７） 補助事業は、補助対象区域（中津城下町として市長が別に定める区域をい

う。）において実施すること（当該事業対象区域内で既に営業している店舗等を移

転して実施する場合を除く。）。 

 （８） 補助事業を実施するに当たり、法令等に基づく資格又は許認可等が必要で

あるときは、当該資格又は許認可等を有し、又は補助事業を実施するまでに有す

る見込みがあること。 

（９） 補助事業の実施に当たり、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）の規定に

よる建築確認申請の要否にかかわらず、あらかじめ市の建築行政主管課と協議し、

その指導を受けていること。 

２ 前項の規定にかかわらず、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）又は暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員

と密接な関係を有する者が行う補助事業に対しては、この補助金の交付の対象とし

ない。 

 （交付の対象及び補助率） 

第４条 市長は、補助事業者が補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金

の交付の対象として市長が認める経費（以下「補助対象経費」という。）について、

予算の範囲内で補助金を交付する。 

２ 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、補助事業の区分に応じ、別表のとおり

とする。 

 （交付の申請） 

第５条 規則第３条第１項に規定する補助金の交付の申請は、補助金交付申請書（様

式第１号）に次に掲げる書類を添え、補助事業を実施する前にこれを市長に提出す

るものとする。 

 （１） 事業計画書（様式第２号） 

 （２） 収支予算書（様式第３号） 

 （３） 見積書の写し、図面、建物を改修等する前の現況写真 

 （４） 補助事業を実施する建造物又は土地の所有及び権利関係を明らかにするこ



とができる書類 

 （５） その他市長が必要と認めるもの 

（交付の決定） 

第６条 規則第６条の規定による通知は、補助金交付（不交付）決定通知書（様式第

４号）による。 

 （申請の取下げ） 

第７条 規則第７条第１項の市長の定める期日は、補助金の交付の決定の通知を受け

た日から起算して１５日以内とする。 

 （変更等の承認） 

第８条 補助事業者は、補助事業の内容、経費の配分若しくは執行計画の変更をする

場合又は補助事業の全部若しくは一部を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、

あらかじめ補助事業変更等承認申請書（様式第５号）により市長の承認を受けなけ

ればならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる変更をする場合を除く。 

 （１） 第２条の目的に反しない範囲での軽微な変更 

 （２） 補助対象経費２０パーセント以内の増減を伴う変更 

 （遅延等の報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込ま

れる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに補助事業事

故報告書（様式第６号）により市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

 （交付の決定の変更等） 

第１０条 市長は、次の各号のいずれかの場合において、補助金の交付の決定の内容

若しくはこれに付した条件を変更し、又はその決定の全部若しくは一部を取り消し

たときは、補助金交付決定変更（取消）通知書（様式第７号）により補助事業者に

通知するものとする。 

 （１） 第８条の承認をした場合 

 （２） 前条の報告を受けた場合 

 （３） 規則第８条第１項の規定により、補助事業の全部又は一部を継続する必要

がなくなった場合 

 （４） 補助事業者が規則第１４条第１項各号のいずれかに該当する場合 

 （状況報告） 



第１１条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について市長の要求があった

ときは、速やかに状況報告書（様式第８号）により市長に報告しなければならない。 

 （実績報告） 

第１２条 規則第１１条の規定による実績報告は、補助事業が完了した日若しくは補

助事業の廃止の承認を受けた日から起算して３０日を経過した日又は翌会計年度

の４月２０日のいずれか早い日までに実績報告書（様式第９号）に次に掲げる書類

を添えて、市長に提出することによりしなければならない。 

 （１） 事業実績書（様式第１０号） 

 （２） 収支精算書（様式第１１号） 

 （３） 契約書、見積書、領収書又は請求書の写しその他補助事業の実施が確認で

きる証拠書類 

 （４） 改装後の店舗等の写真 

 （５） その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、規則第１２条の規定により交付すべき補助金の額を確定したとき

は、補助金交付確定通知書（様式第１２号）により補助事業者に通知するものとす

る。 

 （補助金の請求） 

第１４条 補助事業者等は、規則第１２条の規定により交付すべき補助金の額が確定

したときは、補助金精算（概算）払請求書（様式第１３号）により市長に補助金を

請求するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、交付すべき補助金の額が確定する前において、市長が

特に必要があると認めるときは、補助事業者等は交付の決定した額の範囲内におい

て必要と認められる額を市長に請求できるものとする。 

３ 前項の規定により交付した補助金の額が、前条の規定に基づき確定した補助金の

額に満たないときは、補助事業者等はその不足する額について補助金精算（概算）

払請求書により請求するものとし、同条の規定に基づき確定した補助金の額を超え

るときは、市長はその超える額について規則第１５条第２項の規定に基づき返還を

命ずるものとする。 

 （補助金の返還） 



第１５条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、

既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、当該補助金の

全部又は一部の返還及び規則第１６条第１項に規定する加算金の納付を命ずるも

のとする。 

２ 前項の規定による補助金の返還及び加算金の納付は、当該補助金の返還を命ぜら

れた日から起算して３０日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額

に対して、規則第１６条第２項に規定する延滞金を課する。 

 （財産の処分等の制限） 

第１６条 補助事業者は、規則第１９条に規定する承認を受けようとするときは、財

産処分等承認願（様式第１４号）を市長に提出し、その承認を受けなければならな

い。ただし、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間を経過した場

合は、この限りでない。 

 （関係書類等の整備） 

第１７条 規則第２０条に規定する市長が定める期間は、補助事業が完了した日の属

する会計年度の終了後５年間とする。 

 （委任） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失

効前に完了した補助事業における第１２条から第１７条までの規定は、この告示の

失効後も、なおその効力を有する。 

附 則（令和８年３月３１日中津市告示第９０号） 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。  



別表（第６条関係） 

補助事業 補助対象経費 補助率 補助限度額 

宿泊業 店舗等への改装に係

る外装工事、内装工

事、設備工事及び設計

に要する経費 

補助対象経費の２分

の１の範囲内で市長

が定める割合 

３００万円 

飲食サービス業 店舗等への改装に係

る外装工事、内装工

事、設備工事及び設計

に要する経費 

補助対象経費の２分

の１の範囲内で市長

が定める割合 

２００万円 

 備考 この表の規定により算定した額に１，０００円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた額を補助金の額とする。 

 

 


